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　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に
基づき、市は毎年度、健全化判断比率４指標および
資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て、議
会に報告し、市民に公表しています。
　健全化判断比率、資金不足比率が一定の基準以上
となった場合は、財政健全化計画等の作成と改善努
力が義務付けられます。
　令和４年度決算に基づく市の健全化判断比率およ
び資金不足比率は、すべて基準を下回り、財政状況
は健全段階にあります。（下表）

【用語説明】
　次の用語は健全化判断比率４指標で、標準財政規
模（市の一般的な歳入規模）に対する割合です。
実質赤字比率　一般会計等の実質赤字額の割合
連結実質赤字比率　全会計の実質赤字額の割合
実質公債費比率　公債費および公債費に準じた経費
が占める割合
将来負担比率　一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債の大きさを示す割合

　都市計画税は、都市計画事業や区画整理事業に要する
費用に充てるため、都市計画区域のうち市街化区域内（小
金井市全域）の土地または家屋の所有者に対して市が課
税する目的税で、令和４年度は１９億７,００５万３千円でし
た。
　その都市計画税は、次の主な事業の一部に充てられま
した。▷公園事業（児童遊園・子供広場、緑地、都市公
園等の維持管理および整備）▷市街地開発事業（東小金
井駅北口土地区画整理事業委託料）▷地方債償還（街路
事業・下水道事業・市街地開発事業等）

　皆さんから納めていただいた市税１,０００円の使い道
は、次のとおりです。
　▷民生費（子ども・高齢者・障がいのある方などの
福祉のために）５２４円▷衛生費（ごみ・し尿処理や健
康を守るために）１２９円▷総務費（行政運営のために）
１１０円▷教育費（学校・公民館・図書館・体育施設な
どの整備のために）７８円▷土木費（道路・公園・河川
整備のために）６０円▷公債費（市債の償還・利子の支
払いに）４４円▷消防費（火災・災害から守るために）
3１円▷労働費・農林水産業費・商工費（消費者保護や
農業・商業振興のために）１７円▷議会費（市議会の運
営に）７円

令和４年度健全化判断比率
および資金不足比率

都市計画税の使い道 市税1,000円の使い道

市税負担額と行政サービス費市税負担額と行政サービス費
　皆さんから納めていただいた市税の市民１人当たりおよび１世帯当たりの額と、皆さんに還元された
額（行政サービス）は、図１・図２のとおりです。（普通会計−地方財政状況調査による）

市税の負担額 市民1人当たり
1世帯当たり

183,621円（上段）
365,048円（下段）

※図１･図２の人口は
124,756人
世帯数は62,753世帯
（令和5年1月1日現在）

〔図１〕

その他

都市計画税

市たばこ税

98,452円
195,727円

64,447円
128,125円

4,347円
8,642円

584円
1,160円

15,791円
31,394円

（軽自動車税など）

固定資産税市民税 民生費

公債費

議会・総務費

労働・農林水産業・商工費

土木費

23,546円
46,811円

12,571円
24,992円

45,896円
91,244円

17,754円
35,296円

8,859円
17,610円

31,962円
63,543円

教育費

消防費

行政サービス費 市民1人当たり
1世帯当たり

404,543円（上段）
804,251円（下段）〔図２〕

211,502円
420,476円

衛生費

52,453円
104,279円

令和４年度健全化判断比率
実質
赤字比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負
担比率

小金井市 − − １.５ −
早期健全化基準 １２.１４ １７.１４ ２５.０ 3５０.０
財政再生基準 ２０.００ 3０.００ 3５.０
※実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担比率
がない場合は、「−」と表示しています

令和４年度資金不足比率
特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準
下水道事業 − ２０.０

※資金不足額がない場合は、「−」と表示しています
※資金不足比率は、事業規模に対する公営企業の資
金不足額の割合です

他市と比較してみると（普通会計−地方財政状況調査による）

　市民１人当たりの目的別歳出額を類似団体（図A）や多
摩２６市（図B）と比較すると、本市の衛生費は平均を上回
りました。また、総務費、土木費、教育費、公債費は平均
を下回りました。

　市民１人当たりの性質別歳出額を類似団体（図Ｃ）や多
摩２６市（図Ｄ）と比較すると、補助費等は平均を上回り、
人件費、扶助費、公債費、物件費、繰出金、投資的経費は
平均を下回りました。

　市民１人当たりの市税額を類似団体（図Ｅ）や多摩２６市
（図Ｆ）と比較すると、本市は個人市民税、都市計画税が
類似団体および多摩２６市の平均より多くなっています。な
お、個人市民税は、標準税率を採用しており、多摩２６市で
は同じ税率となっています。

市民１人当たりの目的別歳出額市民１人当たりの目的別歳出額 市民１人当たりの性質別歳出額市民１人当たりの性質別歳出額 市民１人当たりの市税額市民１人当たりの市税額

総務費　83％
43,058円
51,714円

小金井市

民生費　100％
211,502円
212,251円

多摩類似団体平均
（100％）

衛生費　111％
52,453円
47,070円

土木費　78％
23,546円
30,087円

小金井市民１人当たりの額
多摩類似団体平均１人当たりの額

  404,543円  歳出合計　　　　　　＝93%　  434,123円

消防費　99％
12,571円
12,672円

教育費　62％
31,962円
51,416円

公債費　95％
17,754円
18,638円

その他　114％
11,697円
10,275円

［図A］多摩類似団体平均との比較

総務費　83％
43,058円
51,634円

民生費　99％
211,502円
213,330円

小金井市

衛生費　117％
52,453円
45,018円

土木費　72％
23,546円
32,705円

小金井市民１人当たりの額
多摩26市平均１人当たりの額

  404,543円  歳出合計　　　　　　＝93%　  434,717円

消防費　102％
12,571円
12,280円

教育費　63％
31,962円
50,756円

公債費　95％
17,754円
18,772円

その他　114％
11,697円
10,222円

［図B］多摩26市平均との比較

多摩類似団体平均
（100％）

公債費　95％
17,754円
18,638円

補助費等　114％
62,977円
55,126円

小金井市民１人当たりの額
多摩類似団体平均１人当たりの額

 404,543円 歳出合計　　　　　　＝93%　 434,123円

繰出金　81％
30,249円
37,243円

投資的経費　67％
23,901円
35,489円
23,901円
35,489円

その他　78％
16,687円
21,286円

扶助費　95％
126,572円
133,636円

人件費　99％
53,201円
53,996円

小金井市

物件費　93％
73,202円
78,709円

多摩26市平均
（100％）

公債費　95%
17,754円
18,772円

補助費等　121％
62,977円
52,178円

繰出金　81％
30,249円
37,221円

投資的経費　67％
23,901円
35,715円

扶助費　94％
126,572円
134,881円

人件費　96％
53,201円
55,249円

小金井市

物件費　96％
73,202円
76,178円

［図C］多摩類似団体平均との比較

小金井市民１人当たりの額
多摩26市平均１人当たりの額

 404,543円 歳出合計　　　　　　＝93%　 434,717円

［図Ｄ］多摩26市平均との比較

都市計画税　118％
15,791円
13,424円

小金井市民１人当たりの額
多摩類似団体平均１人当たりの額

183,621円市税合計　　　　　　＝104%　176,444円

その他　48％
584円
1,209円

法人市民税　57％
4,917円
8,615円

個人市民税　124％
93,535円
75,485円

固定資産税　90％
64,447円
71,780円

小金井市

多摩類似団体平均
（100％）

市たばこ税　73％
4,347円
5,931円

都市計画税　118％
15,791円
13,369円

その他　34％
584円
1,736円

その他　68％
16,687円
24,523円 法人市民税　53％

4,917円
9,218円

個人市民税　122％
93,535円
76,676円

固定資産税　91％
64,447円
70,647円

小金井市

多摩26市平均
（100％）

市たばこ税　74％
4,347円
5,892円

［図Ｅ］多摩類似団体平均との比較

小金井市民１人当たりの額
多摩26市平均１人当たりの額

183,621円市税合計 　　　　　 ＝103％　177,538円

多摩26市平均
（100%）

［図Ｆ］多摩26市平均との比較

（単位：％）

（単位：％）
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